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小中学校保護者の皆様へ 

 

令和６年度の学校給食費の改定について 

高山市教育委員会学校給食センター 

 

 学校給食は教育の一環として、栄養バランスのとれた食事をみんなで一緒に食べながら、楽しい触れ合いの

中で子どもたちの健康と心身の成長をはぐくむことを目的としています。 

 高山市の学校給食費につきまして、平成３１年度以降は価格の改定を見合わせてきましたが、近年の物価上

昇による影響により、今までどおりの学校給食の提供が難しくなっています。 

 現在は、学校給食栄養摂取基準を満たしながらも価格が低めの食材を選択したり、デザートの回数を減らす

など献立を工夫していますが、安全安心で魅力ある学校給食を提供するために、令和６年度から下記のとおり

価格の改定を予定しています。 

 保護者の皆様には、社会的に物価上昇が続く中でさらなる負担増となり、大変心苦しいところではありますが、

子どもたちが楽しみにしている魅力的な学校給食を提供するために、ご理解下さるようお願いいたします。 

 なお、高山市独自の取り組みとして行っている、学校給食費の３分の１を市が負担することや、食物アレルギ

ー対応食・地元農産物の購入に対する助成などにつきましては、これまでと同様に継続していきます。 

 また、学校給食費は食材の購入のみに使用し、施設の管理に必要な費用や人件費、光熱水費等はこれまで

どおり市が負担します。 

 

令和６年度の学校給食費について 

  前回改定時から令和５年度までの主食及び牛乳の価格の上昇率（15.2％）を考慮し、次のとおり一食あた

りの学校給食費を改定します。 

＜令和５年度までの学校給食費（一食あたり）＞ 

小学校 ２６４円 保護者 2/3＿１７６円 市 1/3＿８８円 

中学校 ３１８円 保護者 2/3＿２１２円 市 1/3＿１０６円 

  

   ＜令和６年度の給食費（一食あたり）＞ 

小学校 ３０３円 保護者 2/3＿２０２円 市 1/3＿１０１円 

中学校 ３６６円 保護者 2/3＿２４４円 市 1/3＿１２２円 

 

  ＜令和６年度の毎月の保護者負担額（予定）＞ 

※ １８９日配食した場合の年額です。行事によって配食数が減少した場合は、２月分を減額します。 

※ ３月分の徴収はありません。 

※ 個々のご事情で配食の中止を希望される場合は、あらかじめ各学校へご連絡ください。 

５日以上連続で配食が停止された場合は徴収額を減額します。 

区分 年額 ４月～１月分 ２月分 

小学校 ３８，１７８円 
前年比 

4,914 円増 ３，４００円 
前年比 

400 円増 ４，１７８円 
前年比 

914 円増 

中学校 ４６，１１６円 
前年比 

6,048 円増 ４，１００円 
前年比 

500 円増 ５，１１６円 
前年比 

1,048 円増 

一食あたりの増加額 

小_３９円（保護者２６円） 

中_４８円（保護者３２円） 
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令和７年度以降の学校給食費の算定方法について 

 当該年度の牛乳と主食の年間価格が決まったら、前年度からの変動率を考慮して翌年度の学校給食費を

算出する方法についてルール化し、毎年度学校給食費を算定します。 

 なお、年度途中でさらに物価が上昇し給食の提供に影響が及ぶ場合には、上昇分を市が負担することにつ

いて検討します。また、価格が急激に下落する場合は保護者負担額の減額を検討します。 

 翌年度の学校給食費の価格について、毎年２月頃に学校を通じてお知らせします。 

 

＜物価が上昇する場合＞ 

当該年度 

 

翌年度 

 

＜物価が下落する場合＞ 

 

当該年度 

 

 

翌年度 

 

                            

学校給食に関するご意見をお寄せください 

 学校給食費についてのご意見 

 その他、学校給食に関するご意見 

右の QR コードをスマートフォン等で読み取っていただき、フォームに沿って 

ご回答ください。通信料が発生する場合がありますのでご了承ください。 

上記の方法が困難な場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

締め切り：令和５年１２月 20 日（水） 

 

学校給食の主なねらい 

 成長期に適切な栄養をとり、健康な体をつくります 

 感謝の心を持つとともに、食事の大切さを知り、望ましい食習慣を身に付けます 

 食事のマナーや社交性を身につけ、助け合う心を養います 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】                   

高山市学校給食センター 

〒506-0807 

高山市三福寺町 495 

電話 0577-32-6218  

ＦＡＸ 0577-32-6219 

保護者 2/3 市 1/3 上昇 

保護者 2/3 市 1/3 

物価の上昇が続いて給食の提供に影

響が及ぶ場合は、その分を市が負担

することについて検討します。 

当該年度の上昇率を考慮して、 

翌年度の給食費を決定します。 

物価が急激に下落した場合は、 

年度内の保護者負担の減額を検討し

ます。 

保護者 2/3 

 
市 1/3 

当該年度の下落率を考慮して、翌年

度の給食費を決定します。 

保護者 2/3 

 
市 1/3 

 
下落 

保護者 2/3 

 
市 1/3 

 

https://logoform.jp/f/KNFMY 


